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東
京
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員
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働
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衛
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保
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具
措
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…（
同
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訓

令
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

別
表
一
の
部
三
の
項
中
「
及
び
業
務
配
分
」
を
「
、
業
務
配
分
及
び
人
材
育
成
」
に
改
め
、
同
表
二

の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
織
運

営
力

一

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

職
員
の
挑
戦
や
組
織
の
変
革
を
促
し
つ
つ
、

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
職
員
の

能
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
個
々
の
能

力
、
経
験
、
状
況
等
を
よ
く
把
握
し
、
的
確
な

業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適
時
適
切
な
助

言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

二

人
材
育

成

職
員
の
能
力
、
経
験
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
等
を

踏
ま
え
、
困
難
な
業
務
へ
の
挑
戦
、
研
修
及
び

自
己
啓
発
の
奨
励
な
ど
、
多
様
な
成
長
の
機
会

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
人
材
育

成
を
行
っ
て
い
る
。

三

組
織
及

び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
活

性
化

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者
等

と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
意
見
や
ア
イ
デ

ア
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
職
員
の
自

主
性
及
び
意
欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の
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連
携
を
促
し
、
職
員
の
能
力
発
揮
を
最
大
化
さ

せ
る
組
織
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

四

良
好
な

職
場
風
土

の
醸
成

個
々
の
職
員
の
状
況
に
応
じ
た
働
き
方
を
尊

重
し
、
超
過
勤
務
の
縮
減
及
び
休
暇
取
得
の
促

進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
徹
底
し
た
職
場
管

理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、
職
員
が
安
心
で
き

て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
二
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
（
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委

員
会
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情

報
処
理
指
導
主
任
は
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
は
、
局
の
Ｄ
Ｘ
推
進
主
管
課
と
連
携
し
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
電
子
情
報
処
理
の
促
進
及
び
改
善
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ

ス
の
普
及
啓
発
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
管
理
」
を

「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」

を
「
前
二
号
」
に
、
「
電
子
情
報
処
理
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
三
号
と
す
る
。

第
十
四
条
第
四
号
中
「
情
報
資
産
」
を
「
電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
人
）

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材
支
援
事
業
団

一
般
財
団
法
人
東
京
２
０
２
５
世
界
陸
上
財
団
」
を
「
一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材

支
援
事
業
団
」
に
、

「
公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団

公
益
財
団
法
人
東
京
都
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人
東
京
都
体
育
協
会

」
を

「
公
益
財
団
法
人

公
益
財
団
法
人

公
益
財
団
法
人

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
協
会

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団

東
京
都
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
」

に
、
「
公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
」
を
「
公
益

公
益

財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団

財
団
法
人
東
京
２
０
２
５
世
界
陸
上
財
団
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会
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◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員

会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
部
㈦
の
項
中
「
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
東
京
都
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
、
同
部
十四
の
項
中
「
警
視
庁
犯
罪
抑
止
対
策
本
部
」
を
「
警
視
庁
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
に
改

め
、
「
警
視
庁
人
身
安
全
関
連
事
案
総
合
対
策
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規

則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材
支
援
事
業
団

一
般
財
団
法
人
東
京
２
０
２
５
世
界
陸
上
財
団
」
を
「
一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材

支
援
事
業
団
」
に
、
「
公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団

公
益
財
団
法
人
東
京
都
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人
東
京
都
体
育
協
会

」
を
「
公
益
財
団
法
人

公
益
財
団
法
人

公
益
財
団
法
人

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
協
会

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団

東
京
都
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
」
を
「
公
益

公
益

財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団

財
団
法
人
東
京
２
０
２
５
世
界
陸
上
財
団
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
人
事
委

員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
三
項
中
「
は
、
定
年
に
達
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職
（
定
年
に
達
し
た
者
が
、
職
員
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤

務
し
た
後
の
退
職
を
含
み
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
場
合
の
退
職
を
除
く
。
）
、
臨
時
的
任
用
職
員

（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
、
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例

第
百
四
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
の
任
期
が
満
了
し

た
こ
と
に
よ
る
退
職
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職

と
す
る
」
を
「
に
よ
る
退
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を

加
え
る
。

一

定
年
に
達
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職
（
定
年
に
達
し
た
者
が
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
た
後
の
退
職

を
含
み
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
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の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
場
合
の
退
職
を
除
く
。
）

二

臨
時
的
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
、
女
子
教
職
員
の
出
産
に

際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
三
条
第

一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関

す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任

用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職

三

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職

四

任
期
付
職
員
（
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
）
第
二
条
又
は
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
任
期
を

定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
る
退
職

別
表
第
一
備
考
一
中
「
（平

成
１４年

東
京
都
条
例
第
１６１号

）
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
（
以

下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中

「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三

年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
退
職
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
採

用
さ
れ
る
場
合
の
退
職
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

３

改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行

か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
及
び
同
日
前
に
退
職
し
た
者
が
同
日
以
後
に
出
発
す
る
旅

行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
・
課
長
代
理
（
課
務
担
当
）
」
及
び
「
及
び
課
長
代
理

（
審
査
総
括
担
当
）
付
き
の
主
事
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
級
別
資
格
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

学
校
職
員
の
級
別
資
格
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
級
別
資
格
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
キ
ャ
リ
ア
活
用
」
を
「
同
表
の
試
験
（
選
考
）
欄
の
区
分
が
キ
ャ
リ
ア

活
用
及
び
経
験
者
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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訓

令
（
人
）

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

東
京
都
人
事
委
員
会
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
（
令
和
五
年
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令

第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

中

西

充

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情

報
処
理
指
導
主
任
は
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
は
、
局
の
デ
ジ
タ
ル
施
策
推
進
主
管
課
と
連
携
し
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
電
子
情
報
処
理
の
促
進
及
び
改
善
」
を
「
デ
ジ
タ

ル
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
啓
発
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
電
子
情
報
、
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
管

理
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
前

三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
、
「
電
子
情
報
処
理
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

第
十
四
条
第
四
号
中
「
情
報
資
産
」
を
「
電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都

人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

中

西

充

別
表
一
の
部
三
の
項
中
「
及
び
業
務
配
分
」
を
「
、
業
務
配
分
及
び
人
材
育
成
」
に
改
め
、
同
表
二

の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
織
運

営
力

一

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

職
員
の
挑
戦
や
組
織
の
変
革
を
促
し
つ
つ
、

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
各
職
場

の
執
行
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
職
員

の
能
力
、
経
験
、
状
況
等
を
よ
く
把
握
し
、
的

確
な
業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適
時
適
切

な
助
言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

二

人
材
育

成

職
員
の
能
力
、
経
験
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
等
を

踏
ま
え
、
困
難
な
業
務
に
挑
戦
さ
せ
る
な
ど
、

多
様
な
成
長
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、

効
果
的
な
人
材
育
成
を
行
っ
て
い
る
。

三

組
織
及

び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
活

性
化

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者
等

と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
自
主
性
及
び
意

欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の
連
携
を
促
し
、

各
職
場
の
執
行
力
を
最
大
化
さ
せ
る
組
織
づ
く

り
を
行
っ
て
い
る
。

四

良
好
な

職
場
風
土

の
醸
成

超
過
勤
務
の
縮
減
、
休
暇
取
得
の
促
進
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を

徹
底
し
た
職
場
管
理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、

職
員
が
安
心
で
き
て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

別
表
三
の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
織
運

営
力

一

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

職
員
の
挑
戦
や
組
織
の
変
革
を
促
し
つ
つ
、

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
職
員
の

能
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
個
々
の
能

力
、
経
験
、
状
況
等
を
よ
く
把
握
し
、
的
確
な

業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適
時
適
切
な
助

言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

二

人
材
育

成

職
員
の
能
力
、
経
験
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
等
を

踏
ま
え
、
困
難
な
業
務
へ
の
挑
戦
、
研
修
及
び

自
己
啓
発
の
奨
励
な
ど
、
多
様
な
成
長
の
機
会

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
人
材
育

成
を
行
っ
て
い
る
。
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三

組
織
及

び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
活

性
化

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者
等

と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
意
見
や
ア
イ
デ

ア
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
職
員
の
自

主
性
及
び
意
欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の

連
携
を
促
し
、
職
員
の
能
力
発
揮
を
最
大
化
さ

せ
る
組
織
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

四

良
好
な

職
場
風
土

の
醸
成

個
々
の
職
員
の
状
況
に
応
じ
た
働
き
方
を
尊

重
し
、
超
過
勤
務
の
縮
減
及
び
休
暇
取
得
の
促

進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
徹
底
し
た
職
場
管

理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、
職
員
が
安
心
で
き

て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
事
務
局
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
監
査
委
員
訓
令

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
監
査
委
員

鈴

木

章

浩

東
京
都
監
査
委
員

小

山

く
に
ひ
こ

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

東
京
都
監
査
委
員

後

藤

靖

子

別
表
一
の
部
三
の
項
中
「
及
び
業
務
配
分
」
を
「
、
業
務
配
分
及
び
人
材
育
成
」
に
改
め
、
同
表
二

の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
織
運

一

リ
ー
ダ

職
員
の
挑
戦
や
組
織
の
変
革
を
促
し
つ
つ
、

営
力

ー
シ
ッ
プ

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
各
職
場

の
執
行
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
職
員

の
能
力
、
経
験
、
状
況
等
を
よ
く
把
握
し
、
的

確
な
業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適
時
適
切

な
助
言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

二

人
材
育

成

職
員
の
能
力
、
経
験
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
等
を

踏
ま
え
、
困
難
な
業
務
に
挑
戦
さ
せ
る
な
ど
、

多
様
な
成
長
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、

効
果
的
な
人
材
育
成
を
行
っ
て
い
る
。

三

組
織
及

び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
活

性
化

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者
等

と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
自
主
性
及
び
意

欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の
連
携
を
促
し
、

各
職
場
の
執
行
力
を
最
大
化
さ
せ
る
組
織
づ
く

り
を
行
っ
て
い
る
。

四

良
好
な

職
場
風
土

の
醸
成

超
過
勤
務
の
縮
減
、
休
暇
取
得
の
促
進
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を

徹
底
し
た
職
場
管
理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、

職
員
が
安
心
で
き
て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

別
表
三
の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
織
運

営
力

一

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

職
員
の
挑
戦
や
組
織
の
変
革
を
促
し
つ
つ
、

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
職
員
の

能
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
個
々
の
能

力
、
経
験
、
状
況
等
を
よ
く
把
握
し
、
的
確
な

業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適
時
適
切
な
助

言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

二

人
材
育

成

職
員
の
能
力
、
経
験
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
等
を

踏
ま
え
、
困
難
な
業
務
へ
の
挑
戦
、
研
修
及
び

自
己
啓
発
の
奨
励
な
ど
、
多
様
な
成
長
の
機
会

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
人
材
育

成
を
行
っ
て
い
る
。

三

組
織
及

び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
活

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者
等

と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
意
見
や
ア
イ
デ

ア
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
職
員
の
自
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性
化

主
性
及
び
意
欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の

連
携
を
促
し
、
職
員
の
能
力
発
揮
を
最
大
化
さ

せ
る
組
織
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

四

良
好
な

職
場
風
土

の
醸
成

個
々
の
職
員
の
状
況
に
応
じ
た
働
き
方
を
尊

重
し
、
超
過
勤
務
の
縮
減
及
び
休
暇
取
得
の
促

進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
徹
底
し
た
職
場
管

理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、
職
員
が
安
心
で
き

て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
二
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
委
員
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
（
令
和
五
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
監
査
委
員

鈴

木

章

浩

東
京
都
監
査
委
員

小

山

く
に
ひ
こ

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

東
京
都
監
査
委
員

後

藤

靖

子

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情

報
処
理
指
導
主
任
は
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
は
、
局
の
Ｄ
Ｘ
推
進
主
管
課
と
連
携
し
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
電
子
情
報
処
理
の
促
進
及
び
改
善
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ

ス
の
普
及
啓
発
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
管
理
」
を

「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」

を
「
前
二
号
」
に
、
「
電
子
情
報
処
理
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
三
号
と
す
る
。

第
十
四
条
第
四
号
中
「
情
報
資
産
」
を
「
電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
公
）

警
視
庁
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
６
年
３
月
２９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

警
視
庁
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１３年

４
月
１６日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
７
条
中
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
を
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に

関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
視
庁
留
置
施
設
視
察
委
員
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
６
年
３
月
２９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

警
視
庁
留
置
施
設
視
察
委
員
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
留
置
施
設
視
察
委
員
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１９年

４
月
２７日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
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号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
５
条
中
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
を
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に

関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
６
年
３
月
２９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
４３年

６
月
１３日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１０号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１３条

第
２
号
中
「
、
同
法
第
６６条

」
を
「
又
は
同
法
第
６６条

」
に
改
め
、
「
又
は
売
春
防
止
法

（
昭
和
３１年

法
律
第
１１８号

）
第
１７条

の
規
定
に
よ
る
補
導
処
分
と
し
て
婦
人
補
導
院
に
収
容
さ
れ
て

い
る
期
間
」
を
削
る
。

第
１７条

第
２
項
中
「
当
該
証
書
と
引
き
換
え
に
」
を
削
り
、
同
条
第
３
項
中
「
又
は
損
傷
し
た
証

書
」
を
削
り
、
同
条
第
４
項
及
び
第
５
項
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１６号

（
裏
面
）
中
「
届
け
出
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
こ
の
証
書
を
提
出
し
て
」
を
「
届

け
出
て
」
に
改
め
、
「
こ
の
証
書
を
引
換
え
に
」
を
削
り
、
「
交
付
し
ま
す
」
の
次
に
「
の
で
、
必
要

な
届
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
古
い
証
書
は
、
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
」
を
加
え
、
「
警
視
総
監

に
返
納
し
て
」
を
「
廃
棄
し
て
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
１７号

中
「
又
は
損
傷
し
た
年
金
証
書
」
を
削
る
。

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し

た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規
則
別
記
様
式
第
１６号

及
び
様
式
第
１７号

に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存

す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
安
全
衛
生
管
理
者
等
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
二
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
安
全
衛
生
管
理
者
等
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
安
全
衛
生
管
理
者
等
設
置
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規

程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
安
全
衛
生
推
進
者
」
の
下
に
「
、
化
学
物
質
管
理
者
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
」
を

加
え
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
、
衛
生
管
理
者
」
の
下
に
「
、
化
学
物
質
管
理
者
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任

者
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
安
全
衛
生
推
進
者
」
の
下
に
「
、
化
学
物
質
管
理
者
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
」
を

加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
、
そ
の
長
）
」
を
「
そ
の
長
）
、
化
学
物
質
管
理
者
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任

者
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
」
を

加
え
る
。

第
九
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を

加
え
る
。

第
九
条
の
二

化
学
物
質
管
理
者
は
、
省
令
第
十
二
条
の
五
に
定
め
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
三

保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
は
、
省
令
第
十
二
条
の
六
に
定
め
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す

る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
労
働
安
全
衛
生
保
護
具
措
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
三
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
労
働
安
全
衛
生
保
護
具
措
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
労
働
安
全
衛
生
保
護
具
措
置
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合

規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
、
「
部
」
」
を
削
り
、
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改

め
、
「
、
部
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
「
共
済
組
合
安
全
衛
生
管
理
者
」
を
「
、
「
共
済
組

合
安
全
衛
生
管
理
者
」
、
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
」
及
び
「
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
」

に
、
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
部
長
及
び
」
を
削
り
、
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
」
の
下
に
「
及
び
当
該
事

業
施
設
の
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
」
を
加
え
、
「
部
長
等
」
を
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者

等
」
に
改
め
、
「
部
又
は
」
を
削
り
、
「
具
体
的
事
項
」
の
下
に
「
（
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
に
あ

つ
て
は
、
管
理
者
規
程
第
九
条
の
三
に
定
め
る
職
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
条
中
「
部
長
等
」
を
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
部
長
等
」
を
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
」
に
改
め
、
「
部
又
は
」
を
削
る
。

第
九
条
及
び
第
十
二
条
中
「
部
長
等
」
を
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
中
「
部
長
等
」
を
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
」
に
改
め
、

「
部
又
は
」
を
削
る
。

第
十
六
条
中
「
部
長
等
」
を
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
部
長
等
」
を
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
」
に
改
め
、
「
部
又
は
」
を
削

る
。第

十
八
条
中
「
部
長
等
」
を
「
事
業
施
設
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

別
表
シ
テ
ィ
・
ホ
ー
ル
診
療
所
の
部
保
護
衣
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
清
瀬
運
動
場
の
項
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「部

（
事
業
施
設
）
名

」
を
「事

業
施
設
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「部

（
事
業
施
設
）
名

」
を
「事

業
施
設
名

」
に
改
め
、
「部

長

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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